
 

 

 

 

八尾市業務継続計画＜災害対策編＞ 

新旧対照表 

（平成 31年３月改訂） 
  



1 

 

Ⅱ ２．災害対策本部及び災害対策本部会議の設置 （10 頁）                           ＿は変更箇所 

現行（10頁） 変更案 

２．災害対策本部会議及び災害対策本部の設置 

 災害対策本部会議は市庁舎本館５階庁議室におき、災害対策本部は市庁

舎本館６階大会議室におく。 

 

２．災害対策本部及び災害対策本部会議の設置 

 災害対策本部は市庁舎本館６階大会議室におき、災害対策本部会議は市庁舎本

館５階庁議室におく。 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （15 頁）※秘書課は非常時優先業務なしへ変更。政策推進課は非常時優先業務ありへ変更。                                  

現行（15頁） 変更案 

１) 政策企画部 

 

１) 政策企画部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （15 頁）※総務課のみ変更。他は変更なし。                                

現行（15頁） 変更案 

２) 総務部 

 

２) 総務部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （16 頁）※市民税課・資産税課のみ変更。他は変更なし。                                 

現行（16頁） 変更案 

３) 財政部 

 

３) 財政部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （17 頁）※人権政策課のみ変更。他は変更なし。                                 

現行（17頁） 変更案 

４) 人権文化ふれあい部 

 

４) 人権文化ふれあい部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （18 頁）※地域福祉政策課・生活福祉課・高齢介護課は変更。生活支援課は新設。他は変更なし。                                 

現行（18頁） 変更案 

５) 地域福祉部 

 

 

５) 地域福祉部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （19 頁）※健康推進課・健康保険課は変更。保健所３課は新設。                                 

現行（19頁） 変更案 

６) 健康まちづくり部 

 

６) 健康まちづくり部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （20 頁）※子育て支援課のみ変更。他は変更なし。                                 

現行（19頁） 変更案 

７) こども未来部 

 

７) こども未来部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （20 頁）※産業政策課・環境施設課は変更。産業廃棄物指導課は新設。他は変更なし。                                 

現行（20頁） 変更案 

８) 経済環境部 

 

８) 経済環境部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （21 頁）※都市政策課・みどり課・土木管理事務所は変更。他は変更なし。                                 

現行（20頁） 変更案 

９) 都市整備部 

 

９) 都市整備部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （21 頁）※下水道経営企画課・下水道管理課・下水道整備課は変更。                                 

現行（21頁） 変更案 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （22 頁）※住宅管理課のみ変更。他は変更なし。                                 

現行（21頁） 変更案 

10) 建築部 

 

10) 建築部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （23 頁）※消防総務課・予防課・第１、２警備課は変更。救急救助課は新設。他は変更なし。                                 

現行（22頁） 変更案 

12) 消防本部 

 

12) 消防本部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （23 頁）                                 

現行（23頁） 変更案 

13) 市立病院 

 

13) 市立病院 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （24 頁）※経営総務課・お客様サービス課・施設整備課は変更。現行の施設整備課は次頁に記載。                                 

現行（23頁） 変更案 

14) 水道局 

 

14) 水道局 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （25 頁）※工事管理課のみ変更。水道技術管理者は削除。                                 

現行（24頁） 変更案 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （25 頁）※総務人事課・八尾図書館・文化財課は変更。                                 

現行（25頁） 変更案 

15) 教育総務部 

 

15) 教育総務部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （26 頁）※教育センター（旧教育サポートセンター）のみ変更。他は変更なし。                                 

現行（25頁） 変更案 

16) 学校教育部 

 

16) 学校教育部 
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （27 頁）                                 

現行（26頁） 変更案 

17) 市議会事務局 

 

17) 市議会事務局 

 

【議事政策課】

非常時優先業務名
優先

順位
Ｒ１ Ｒ２ Ｏ Ｙ Ｇ 通

協議会、各派代表者会議及び幹事長

会議に関すること。
1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

八尾市議会災害対策会議に関するこ

と。
2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議場その他関係各室の管理に関するこ

と。
3 ○ ○ ○ ○

公印の管理並びに文書の収受、発送

及び管理に関すること。
4 ○ ○ ○ ○ ○

儀式、交際及び渉外に関すること。 5 ○ ○

議会公用自動車の使用及び運行管

理に関すること。
6 ○ ○ ○ ○ ○

会議録及び委員会記録の調製及び保

管に関すること。
7 ○ ○ ○

録画映像の配信及び運用に関するこ

と。
8 ○ ○ ○

物品の出納、保管等に関すること。 9 ○ ○ ○

議会及び委員会並びに議員が行う調

査の補助に関すること。
10 ○ ○

関係法規の調査研究に関すること。 11 ○ ○

各種調査資料の収集及び統計に関す

ること。
12 ○ ○

本会議及び委員会に関すること。 13 ○ ○

請願及び陳情に関すること。 14 ○ ○

議員提出議案、意見書等に関するこ

と。
15 ○ ○

議員報酬に関すること。 16 ○ ○

議会関係の予算、経理及び決算に関

すること。
17 ○ ○

本会議及び委員会の傍聴に関するこ

と。
18 ○ ○

議決書の作成及び保管に関すること。 19 ○

議決事件の報告及び処理に関するこ

と。
20 ○

議決証明の交付に関すること。 21 ○

政務活動費に関すること。 22 ○

議員の身分及び福利厚生に関するこ

と。
23 ○

職員の人事、服務及び給与に関するこ

と。
24 ○

事務局のホームページに関すること。 25 ○

議会だよりの作成及び広報に関するこ

と。
26 ○
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （28 頁）※選挙管理委員会事務局は変更。公平委員会事務局は事務分掌を変更、注釈を追記。                                 

現行（26、27頁） 変更案 

18) 選挙管理委員会事務局 

 

18) 選挙管理委員会事務局 

 

19) 公平委員会事務局 

 

19) 公平委員会事務局 

  

 

  

【公平委員会事務局】

非常時優先業務名
優先

順位
Ｒ１ Ｒ２ Ｏ Ｙ Ｇ 通

事務局の人事、予算、決算その他庶務に

関すること。　＊
1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

＊委員の安否確認と公印の管守を指す。
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Ⅲ ３．各班、各課の非常時優先業務 （28 頁）※監査事務局・農業委員会事務局・固定資産評価審査委員会事務局ともに注釈を追記。                                 

現行（27頁） 変更案 

20) 監査事務局 

 

20) 監査事務局 

  

21) 農業委員会事務局 

 

21) 農業委員会事務局 

  
22) 固定資産評価審査委員会事務局 

 

22) 固定資産評価審査委員会事務局 

  
なお、非常時優先業務の該当が無い所属は以下のとおりである。 

 

危機管理課、政策推進課、行政改革課、市政情報課、桂人権コミュニテ

ィセンター、安中人権コミュニティセンター、福祉指導監査課、労働支

援課、環境保全課、土木管財課、土木建設課、住宅政策課、公共建築課、

教育政策課、生涯学習スポーツ課 

なお、非常時優先業務の該当が無い所属は以下のとおりである。 

 

危機管理課、秘書課、行政改革課、市政情報課、桂人権コミュニティセ

ンター、安中人権コミュニティセンター、福祉指導監査課、労働支援課、

環境保全課、土木管財課、土木建設課、住宅政策課、公共建築課、教育

政策課、生涯学習スポーツ課 
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Ⅳ １．人的資源 （29 頁）                                          ＿は変更箇所 

現行（28頁） 変更案 

(１) 職員の居住地 

表６ 職員の居住地 

職員の居住地 
八尾市内 49.6％ 

八尾市外 50.4％ 

うち 

正規職員の居住地 

八尾市内 45.1％ 

八尾市外 54.9％ 

※職員参集状況調査より 
 

(１) 職員の居住地 

表６ 職員の居住地 

職員の居住地 
八尾市内 49.6％ 

八尾市外 50.4％ 

うち 

正規職員の居住地 

八尾市内 45.1％ 

八尾市外 54.9％ 

※平成29年度職員参集状況調査より 
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Ⅳ １．人的資源 （30 頁）                                          ＿は変更箇所 

現行（29頁） 変更案 

(２) 参集予測 

【職員参集状況調査について】 

八尾市職員（正規職員（再任用職員、任期付職員含む）、嘱託員、非常勤

嘱託職員、臨時的任用職員）に対して、以下の項目で調査を行った。 

 
 

(２) 参集予測 

【平成 29年度職員参集状況調査について】 

八尾市職員（正規職員（再任用職員、任期付職員含む）、嘱託員、非常勤

嘱託職員、臨時的任用職員）に対して、以下の項目で調査を行った。 
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Ⅳ １．人的資源 （31 頁）                                          ＿は変更箇所 

現行（30頁） 変更案 

(３) 参集予測人数と必要人数との比較 

 

図９ 参集予測人数と必要人数 

 

(３) 参集予測人数と必要人数との比較 

 

図９ 参集予測人数と必要人数（平成 29 年度職員参集状況調査より） 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （35 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（34頁） 変更案 

(１) 庁舎 

１) 現状 

a）庁舎の構造物等 

表 10 庁舎等の耐震確保状況 

項目 
市庁舎 

本館 

市庁舎 

西館 
消防庁舎 市立病院 水道庁舎 

八尾 

図書館 

庁舎の建築時期 Ｈ６年 Ｈ６年 Ｓ49年 Ｈ16年 Ｈ28年 Ｈ26年 

新耐震基準 適合 適合 適合 適合 適合 適合 

耐震補強の有無 - - 有 - - - 
 

項目 
桂人権 

CC 

安中人権 

CC 
志紀 CC 

久宝寺

CC 
大正 CC 

緑ヶ丘

CC 

南高安

CC 

庁舎の建築時期 Ｓ38年、 

Ｓ41年、 

Ｓ55年 

Ｓ41年、 

Ｓ56年 

Ｓ49年 Ｓ54年 Ｈ26年 Ｓ56年 Ｓ57年 

新耐震基準 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 

耐震補強の有無 有 有 有 - - - - 
 

項目 竹渕 CC 曙川 CC 高安 CC 龍華 CC 山本 CC 桂青館 安中青館 

庁舎の建築時期 Ｓ59年 Ｓ59年 Ｓ62年 Ｈ27年 Ｈ8年 Ｓ50年 Ｓ50年 

新耐震基準 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 

耐震補強の有無 - - - - - 有 有 

※CC：コミュニティセンター  青館：青少年会館  Ｓ：昭和  Ｈ：平成 

 

(１) 庁舎 

１) 現状 

a）庁舎の構造物等 

表 10 庁舎等の耐震確保状況 

項目 
市庁舎 

本館 

市庁舎 

西館 

市 

保健所 
消防庁舎 市立病院 水道庁舎 

八尾 

図書館 

庁舎の建築時期 Ｈ６年 Ｈ６年 Ｓ39年 Ｓ49年 Ｈ16年 Ｈ28年 Ｈ26年 

新耐震基準 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 

耐震補強の有無 - - 有 有 - - - 
 

項目 
桂人権 

CC 

安中人権 

CC 
志紀 CC 

久宝寺

CC 
大正 CC 

緑ヶ丘

CC 

南高安

CC 

庁舎の建築時期 Ｓ38年、 

Ｓ41年、 

Ｓ55年 

Ｓ41年、 

Ｓ56年 

Ｓ49年 Ｓ54年 Ｈ26年 Ｓ56年 Ｓ57年 

新耐震基準 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 

耐震補強の有無 有 有 有 - - - - 
 

項目 竹渕 CC 曙川 CC 高安 CC 龍華 CC 山本 CC 桂青館 安中青館 

庁舎の建築時期 Ｈ30年 Ｓ59年 Ｓ62年 Ｈ27年 Ｈ8年 Ｓ50年 Ｓ50年 

新耐震基準 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 

耐震補強の有無 - - - - - 有 有 

※CC：コミュニティセンター  青館：青少年会館  Ｓ：昭和  Ｈ：平成 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （36 頁）                                      ＿は変更箇所 

現行（35頁） 変更案 

b）庁舎の非構造部材の耐震化の有無 

表 11 庁舎等の非構造部材の耐震確保状況 

項目 市庁舎本館 市庁舎西館 消防庁舎 市立病院 水道庁舎 八尾図書館 

・執務室※１の 
天井 

有（一部） 無 無 有 有 無 

有の場合の 
具体的対策 

６階の会議室、
危機管理課執
務室等におい
て天井の落下
防止工事済 

－ － 免震構造によ
る揺れの抑制 

天井下地はス
ラブに固定済 

－ 

・執務室の照明 
器具 

有（一部） 無 無 有 有 有 

 有の場合の 
具体的対策 

６階の会議室、
危機管理課執
務室等におい
て照明器具の
落下防止工事
済 

－ － ・免震構造によ
る揺れの抑制 
・スラブに固定
済 

直管型照明は
スラブに固定
済 

スラブに固定
済 

・窓ガラス等 
※２ 

有（一部） 無 無 有（一部） 無 有（一部） 

 有の場合の 
具体的対策 

６階の会議室
等において飛
散防止シート
施工済 

－ － ・免震構造によ
る揺れの抑制 
・外壁に接して
いる窓ガラス
について、飛散
防止シート施
工済 

－ ２階部分のガ
ラス面につい
ては飛散防止
シート施工済 

 
 
 
 

 
項目 

桂人権 
CC 

安中人権 
CC 

志紀 CC 久宝寺 CC 大正 CC 緑ヶ丘 CC 南高安 CC 

・執務室※１の 
天井 

無 無 無 無 無 無 無 

有の場合の 
具体的対策 

－ － － － － － － 

・執務室の照明 
器具 

無 無 無 無 無 無 無 

有の場合の 
具体的対策 

－ － － － － － － 

・窓ガラス等 
※２ 

無 無 無 無 無 無 無 

有の場合の 
具体的対策 

－ － － － － － － 

 
 
 
 
 
 
 
 

b）庁舎の非構造部材の耐震化の有無 

表 11 庁舎等の非構造部材の耐震確保状況 

項目 市庁舎本館 市庁舎西館 
市 

保健所 
消防庁舎 市立病院 水道庁舎 八尾図書館 

・執務室※１の 
天井 

有（一部） 無 無 無 有 有 無 

有の場合の 
具体的対策 

６階の会議
室、危機管
理課執務室
等において
天井の落下
防止工事済 

－ － － 免震構造に
よる揺れの
抑制 

天井下地は
スラブに固
定済 

－ 

・執務室の照明 
器具 

有（一部） 無 無 無 有 有 有 

 有の場合の 
具体的対策 

６階の会議
室、危機管
理課執務室
等において
照明器具の
落下防止工
事済 

－ － － ・免震構造
による揺れ
の抑制 
・スラブに
固定済 

直管型照明
はスラブに
固定済 

スラブに固
定済 

・窓ガラス等 
※２ 

有（一部） 無 無 無 有（一部） 無 有（一部） 

 有の場合の 
具体的対策 

６階の会議
室等におい
て飛散防止
シート施工
済 

－ － － ・免震構造
による揺れ
の抑制 
・外壁に接
している窓
ガラスにつ
いて、飛散
防止シート
施工済 

－ ２階部分の
ガラス面に
ついては飛
散防止シー
ト施工済 

 
項目 

桂人権 

CC 

安中人権 

CC 
志紀 CC 久宝寺 CC 大正 CC 緑ヶ丘 CC 南高安 CC 

・執務室※１の 
天井 

無 無 無 無 無 無 無 

 有の場合の 
具体的対策 

－ － － － － － － 

・執務室の照明 
器具 

無 無 無 無 無 無 無 

 有の場合の 
具体的対策 

－ － － － － － － 

・窓ガラス等 
※２ 

無 無 無 無 無 無 無 

 有の場合の 
具体的対策 

－ － － － － － － 
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項目 竹渕 CC 曙川 CC 高安 CC 龍華 CC 山本 CC 桂青館 安中青館 

・執務室※１の 
天井 

無 無 無 無 無 無 無 

 有の場合の 
具体的対策 

－ － － － － － － 

・執務室の照明 
器具 

無 無 無 有 無 無 無 

 有の場合の 
具体的対策 

－ － － 

照明器具が

落下防止の

機構 

－ － － 

・窓ガラス等 
※２ 

無 無 無 有 無 無 無 

 有の場合の 
具体的対策 

－ － － 
飛散防止シ

ート施工済 
－ － － 

※１ 廊下やトイレ等は含まない    ※２ 執務室内にあるガラスを含む 

 
項目 竹渕 CC 曙川 CC 高安 CC 龍華 CC 山本 CC 桂青館 安中青館 

・執務室※１の 
天井 

無 無 無 無 無 無 無 

 有の場合の 
具体的対策 

－ － － － － － － 

・執務室の照明 
器具 

無 無 無 有 無 無 無 

 有の場合の 
具体的対策 

－ － － 

照明器具が

落下防止の

機構 

－ － － 

・窓ガラス等 
※２ 

無 無 無 有 無 無 無 

 有の場合の 
具体的対策 

－ － － 
飛散防止シ

ート施工済 
－ － － 

 ※１ 廊下やトイレ等は含まない    ※２ 執務室内にあるガラスを含む 

 

Ⅳ ２．業務執行環境 （37 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（36頁） 変更案 

c）災害時の代替施設の確保 

表 12 代替施設の一覧 

施設 代替施設 

本庁舎 水道庁舎、八尾図書館・青少年センター 

水道庁舎 高安受水場 

市立病院 なし 

消防庁舎 消防署志紀出張所 
 

c）災害時の代替施設の確保 

表 12 代替施設の一覧 

施設 代替施設 

本庁舎 水道庁舎、八尾図書館・青少年センター 

市保健所 本庁舎 

消防庁舎 消防署志紀出張所 

市立病院 なし 

水道庁舎 高安受水場、龍華配水場 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （37 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（36頁） 変更案 

２) 対策 

b）各庁舎の建て替え等 

各庁舎の建て替え等については、防災拠点施設を優先的に考えながら、

公共施設マネジメント担当課と調整しながら進める。 

２) 対策 

b）各庁舎の建て替え等 

各庁舎の建て替え等については、防災拠点施設を優先的に考えながら、

公共施設マネジメント担当課と調整しながら進める。 

保健所庁舎については、10年間（2027年まで）使用することを条件に

府から無償譲渡を受けているが、老朽化の進行状況等を見ながら建て替

えを検討していく。 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （40 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（38頁） 変更案 

(２) 電力 

１) 現状 

施設名 非常用発電機の 

設置場所 

燃料等の確保状況 燃料の供給契約 

平時 災害時 

市庁舎本館 
２階屋上 軽油 25,000ℓ 約７日間分 無 無 

地下３階 重油 1,950ℓ 約６時間分 無 無 

市庁舎西館 無 無 無 無 

桂人権 CC 無 無 無 無 

安中人権 CC 無 無 無 無 

志紀 CC 無 無 無 無 

久宝寺 CC 無 無 無 無 

大正 CC ３階屋上 軽油 680ℓ 約３日間分 無 無 

緑ヶ丘 CC 無 無 無 無 

南高安 CC 無 無 無 無 

竹渕 CC 無 無 無 無 

曙川 CC 無 無 無 無 

高安 CC 無 無 無 無 

龍華 CC ３階屋上 軽油 30ℓ 約 2.6時間分 無 無 

山本 CC ５階屋上 軽油 98ℓ 約 10時間分 無 無 

桂青少年会館 無 無 無 無 

安中青少年会館 無 無 無 無 

消防庁舎 

庁舎用 
屋外 軽油 990ℓ 約 13時間分 有 有 

消防庁舎 

指令センター用 
屋外 軽油 195ℓ 約８時間分 有 有 

消防各出張所 屋外 軽油 200ℓ 約 21時間分 有 有 

市立病院 本館１階 軽油 45,000ℓ 約４日間分 無 無 

水道庁舎 屋上 ※重油 2,440ℓ 約 6.7日間分 無 無 

八尾図書館 無 無 無 無 

CC：コミュニティセンター 
※水道庁舎本館部分竣工時に300ℓを補給（負荷率40%想定で約37hr運転可能）済。平成30
年7月には地下に1,950ℓの燃料タンクを設置予定であり、合計で最大2,440ℓの燃料確保
が可能（負荷率40%想定で約160時間運転可能）。 

(２) 電力 

１) 現状 
施設名 非常用発電機の 

設置場所 

燃料等の確保状況 燃料の供給契約 

平時 災害時 

市庁舎本館 
２階屋上 軽油 25,000ℓ 約７日間分 無 無 

地下３階 重油 1,950ℓ 約６時間分 無 無 

市庁舎西館 無 無 無 無 

市保健所 １階 軽油 20ℓ 約 15時間分 無 無 

消防庁舎 

庁舎用 
屋外 軽油 990ℓ 約 13時間分 有 有 

消防庁舎 

指令センター用 
屋外 軽油 195ℓ 約８時間分 有 有 

消防各出張所 屋外 軽油 200ℓ 約 21時間分 有 有 

市立病院 本館１階 軽油 45,000ℓ 約４日間分 無 無 

水道庁舎 屋上 ※重油 2,440ℓ 約 6.7日間分 無 無 

八尾図書館 無 無 無 無 

桂人権 CC 無 無 無 無 

安中人権 CC 無 無 無 無 

志紀 CC 無 無 無 無 

久宝寺 CC 無 無 無 無 

大正 CC ３階屋上 軽油 680ℓ 約３日間分 無 無 

緑ヶ丘 CC 無 無 無 無 

南高安 CC 無 無 無 無 

竹渕 CC 無 無 無 無 

曙川 CC 無 無 無 無 

高安 CC 無 無 無 無 

龍華 CC ３階屋上 軽油 30ℓ 約 2.6時間分 無 無 

山本 CC ５階屋上 軽油 98ℓ 約 10時間分 無 無 

桂青少年会館 無 無 無 無 

安中青少年会館 無 無 無 無 

CC：コミュニティセンター 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （41 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（39頁） 変更案 

a）電力供給の優先順位を事前に明確化 

非常用電源が稼働する災害時等は、通常よりも電力の供給に制限がかか

るため、被災情報の収集・集約等の業務に必要となるＯＡ機器等に電力が

供給されるよう事前に優先順位を明確にしておく。 

市立病院では、非常用電源が稼働した場合は、緊急性の高いもの（①消

防設備②オペ室、ＩＣＵ、ＮＩＣＵ、ＨＣＵ、救急、サーバー室等）から

電力が供給されるよう事前に優先順位を明確にしておく。その上で、優先

度の高い機器以外の電源を落として使用するよう対策を行う等、状況に応

じて判断し、対応する。 

消防本部では、非常用電源が稼働した場合、庁舎用の非常用発電機と指

令センター用の非常用発電機が同時に稼働し、庁舎用の非常用発電機を４

時間長く稼働させることができる。その上で、庁舎用の非常用発電機の燃

料を指令センター用の非常用発電機に分配すること等、優先度の高い機器

に電力を供給する体制について検討する。 

a）電力供給の優先順位を事前に明確化 

非常用電源が稼働する災害時等は、通常よりも電力の供給に制限がかか

るため、被災情報の収集・集約等の業務に必要となるＯＡ機器等に電力が

供給されるよう事前に優先順位を明確にしておく。 

本庁舎では、非常用電源が稼働した場合、災害対策本部となる５階及び

６階のほか、庁舎の各設備を操作する管理センター等から電力を供給する

よう優先順位を明確にしている。その上で、業務の継続が可能であるか等

の状況を判断し、供給する体制について検討する。 

市立病院では、非常用電源が稼働した場合は、緊急性の高いもの（①消

防設備②オペ室、ＩＣＵ、ＮＩＣＵ、ＨＣＵ、救急、サーバ室等）から電

力が供給されるよう事前に優先順位を明確にしておく。その上で、優先度

の高い機器以外の電源を落として使用するよう対策を行う等、状況に応じ

て判断し、対応する。 

消防本部では、非常用電源が稼働した場合、庁舎用の非常用発電機と指

令センター用の非常用発電機が同時に稼働し、庁舎用の非常用発電機を４

時間長く稼働させることができる。その上で、庁庁舎用の非常用発電機の

燃料を指令センター用の非常用発電機に最優先で供給する。 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （42 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（40頁） 変更案 

e）防災拠点施設に非常用発電機を整備 

優先度の高い防災拠点施設から、非常用発電機の設置及び燃料を確保し、

長時間の停電に対応できるように計画的な整備を行う。 

e）防災拠点施設に非常用発電機を整備 

優先度の高い防災拠点施設から、非常用発電機の設置・増設及び燃料確

保を行い、長時間の停電に対応できるように計画的な整備を行う。 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （45 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（43頁） 変更案 

表20 職員用トイレの確保状況 

備蓄場所 種類 数量 備考 

市庁舎本館 仮設トイレ １基 約5,500回分 

マンホールトイレ ６基 市民と共用 

便袋 6,200袋  

  

表20 職員用トイレの確保状況 

備蓄場所 種類 数量 備考 

市庁舎本館 仮設トイレ １基 約5,500回分 

マンホールトイレ ６基 市民と共用 

便袋 6,200袋  

水道局 マンホールトイレ ５基 市民と共用 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （46 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（44頁） 変更案 

(６) 通信手段 

１) 現状 

a）災害時優先電話 

表 22 災害時優先電話の確保状況 

施設名 

災害時優先電話 

回線数 停電時の 

使用可否 

市庁舎本館 ７回線 ２回線 可 

市庁舎西館 ３回線 ２回線 可 

消防庁舎 ２回線 可 

市立病院 ３回線 可 

水道庁舎 ２回線 否 

八尾図書館 無 － 

桂人権 CC １回線 否 

安中人権 CC １回線 否 

志紀 CC １回線 可 

久宝寺 CC １回線 可 

大正 CC １回線 可 

緑ヶ丘 CC 無 － 

南高安 CC １回線 可 

竹渕 CC １回線 否 

曙川 CC １回線 可 

高安 CC １回線 否 

龍華 CC ２回線 可 

山本 CC １回線 可 

桂青少年会館 ２回線 可 

安中青少年会館 １回線 否 
 

(６) 通信手段 

１) 現状 

a）災害時優先電話 

表 22 災害時優先電話の確保状況 

施設名 

災害時優先電話 

回線数 
停電時の 

使用可否 

市庁舎本館 ７回線 ２回線 可 

市庁舎西館 ３回線 ２回線 可 

市保健所 ３回線 可 

消防庁舎 ２回線 可 

市立病院 ３回線 可 

水道庁舎 ２回線 否 

八尾図書館 無 － 

桂人権 CC １回線 否 

安中人権 CC １回線 否 

志紀 CC １回線 可 

久宝寺 CC １回線 可 

大正 CC １回線 可 

緑ヶ丘 CC 無 － 

南高安 CC １回線 可 

竹渕 CC １回線 可 

曙川 CC １回線 可 

高安 CC １回線 否 

龍華 CC ２回線 可 

山本 CC １回線 可 

桂青少年会館 ２回線 可 

安中青少年会館 １回線 否 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （47 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（45頁） 変更案 

１) 現状 

b）防災行政無線 

表 23 八尾市防災行政無線の整備状況 

種類 設置数 設置場所例 

屋外拡声子局 59台 市立病院、出張所、小中学校、公園等 

戸別受信機 132台 消防本部、市立病院、水道局、コミュニティセンター、

出張所、保育所、老人福祉センター、図書館、学校園、

高等学校等 

携帯型無線機 166台 消防本部、市立病院、水道局、コミュニティセンター、

出張所、老人福祉センター、小中学校、高等学校等 

車載型無線機 13台 青パト、広報車等 
 

１) 現状 

b）防災行政無線 

表 23 八尾市防災行政無線の整備状況 

種類 設置数 設置場所例 

屋外拡声子局 61台 市立病院、出張所、小中学校、公園等 

戸別受信機 136台 市保健所、消防本部、市立病院、水道局、コミュニティ

センター、出張所、保育所、老人福祉センター、図書館、

学校園、高等学校等 

携帯型無線機 178台 市保健所、消防本部、市立病院、水道局、コミュニティ

センター、出張所、老人福祉センター、小中学校、高等

学校等 

車載型無線機 13台 青パト、広報車等 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （48 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（46頁） 変更案 

２) 対策 

b）多様な通信手段の確保 

市民向けの情報通信手段としてコミュニティＦＭ（ＦＭちゃお）を活用

する。また、被災現場等で非常時優先業務を実施する場合には、現地と本

部との通信手段の確保が必要であり、これらの通信手段も含めて充実して

いくことが必要である。このため、災害時に確実に情報収集及び情報伝達

が実施できるよう、各施設や各班において多様な通信手段を確保する。想

定される確保方策は、例えば表 26 に示すものが想定される。 

 

２) 対策 

b）多様な通信手段の確保 

市民向けの情報通信手段としてコミュニティＦＭ（ＦＭちゃお）に加え、

市ホームページ、SNS（Twitter、facebook）を活用する。また、被災現場

等で非常時優先業務を実施する場合には、現地と本部との通信手段の確保

が必要であり、これらの通信手段も含めて充実していくことが必要である。

このため、災害時に確実に情報収集及び情報伝達が実施できるよう、各施

設や各班において多様な通信手段を確保する。想定される確保方策は、例

えば表 26 に示すものが想定される。 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （50 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（48頁） 変更案 

(７) 重要なデータのバックアップ 

１) 現状 

本市における住基台帳等の行政データについては、主要システムの一部

を外部データセンター（対外秘）で運用するとともに、データごとにバッ

クアップをとっており、バックアップを遠隔地（対外秘）にも保存し、災

害発生時には３日程度以内には復旧できる体制を構築している。 

また、主要な行政情報の中には、紙のみで保管している重要書類が多く

ある。保存時期が決められているものもあるが、ＰＤＦ等への電子化等は

全ての紙書類については実施できておらず、現物の保管のために各執務室

で保管をしている状況である。 

 

２) 対策 

表 28 重要なデータのバックアップの対策 

対策 担当 目標値 

a)重要な行政データの保管

場所の安全性向上 

情報システム室 各課の重要な行政データの電子化 

b)行政データの確実な保管

の実施 

情報システム室 データ更新のタイミングに合わせ

た適切なバックアップの実施 
 

(７) 重要な情報の保護 

１) 現状 

本市における住基台帳等の行政データについては、主要システムの一部

の外部データセンター（対外秘）での運用や、システムごとにデータのバ

ックアップをとり、バックアップを遠隔地（対外秘）で保存する等の対策

により、災害発生時には３日程度以内には復旧できる体制を構築している。 

 

 

 

 

 

２) 対策 

表 28 重要なデータのバックアップの対策 

対策 担当 目標値 

a)電子化された行政データ

の確実な保管 

情報システム室 

各担当課 

データ更新のタイミングに合わせ

た適切なバックアップの実施 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （50 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（48頁） 変更案 

a）重要な行政データの保管場所の安全性向上 

各課の電子化されていない紙の重要な行政データを洗い出し、それらに

ついてＰＤＦファイル等の電子化を行い、そのデータについてもバックア

ップを行う。 

また、上記ができるまでの紙の重要な行政データの保管場所の移転（耐

震化されていない庁舎に保管している資料の移動等）を検討する。 

 

b）行政データの確実な保管の実施 

電子化された行政データのバックアップの頻度を向上させるよう検討す

る。 

a）電子化された行政データの確実な保管 

電子化された行政データのバックアップの頻度を向上させるよう検討す

る。 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （51 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（49頁） 変更案 

(８) 情報システム 

１) 現状･課題 

…（略）… 

本市では現在約 100 弱の情報システムが運用されており、情報ネットワ

ークシステムや住民情報系システム等の基幹系システムについては、情報

システム室が管理し、その他の各業務システムについては、各業務所管課

等が管理している。 

情報システム室所管のシステムについては、表 29 のとおり、情報シス

テム室における業務継続計画において目標復旧時間及び復旧レベルが設け

られており、その予定に基づいて必要な人的資源の確保や非常用電源を独

自に確保している。一方で、各業務所管課等が管理しているシステムにお

いては、情報システム室管理区域にサーバーを保管していない等の理由に

より、電源確保や復旧体制等について十分な対策が取られていないシステ

ムも見受けられる。 

また、ネットワークやサーバの確保ができたとしても、各所管課等に設

置しているパソコン等の端末の電源喪失や損壊等への対応は、ノートパソ

コンにおいて、バッテリー駆動により一定時間は稼働可能なものの、ほと

んどの所管課等で対応ができておらず、業務実施に必要なシステムについ

ては、災害時でも利用可能とするための対策を取る必要がある。 

(８) 情報システム 

１) 現状･課題 

…（略）… 

本市では現在約 100 弱の情報システムが運用されており、情報ネットワ

ークシステムや住民情報系システム等のシステム基盤については、表 29

のとおり、情報システム室が管理し、その他の各業務システムについては、

各業務所管課等が管理している。 

情報システム室所管のシステムについては、情報システム室における業

務継続計画において目標復旧時間及び復旧レベルが設けられており、その

予定に基づいて必要な人的資源を独自に確保している。一方で、各業務所

管課等が管理しているシステムにおいては、情報システム室管理区域にサ

ーバを保管していない等の理由により、復旧体制等について十分な対策が

取られていないシステムも見受けられる。 

仮に、ネットワークやサーバの確保ができたとしても、各所管課等に設

置しているパソコン等の端末の損壊等への対応は、ノートパソコンにおい

て、バッテリー駆動により一定時間は稼働可能なものの、業務実施に必要

なシステムについては、災害時でも利用可能とするための対策を取る必要

がある。 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （51 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（49頁） 変更案 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 29 業務継続に必要となる主なシステムと復旧時期 

システム名 想定している復旧時期 

情報ネットワークシステム 可能な限り早期に復旧（１～２日） 

市政情報提供システム用サーバ 
クラウドシステムであるため、システムは

ダウンしない見込み 

統合サーバ 
クラウドシステムであるため、システムは

ダウンしない見込み 

住
民
情
報
系
シ
ス
テ
ム 

住民記録システム、税務システム 
クラウドシステムであるため、システムは

ダウンしない見込み 

福祉システム、介護保険システム 可能な限り早期に復旧（２週間以内） 

国民健康保険システム 可能な限り早期に復旧（１か月以内） 

 

また、本市では電子メールのセキュリティ対策として、平常時は添付フ

ァイルの管理を強化し、添付ファイルに直接パスワードがかかっている場

合等一部のファイルを取得するには、情報システム室の特定のパソコンを

使用するか、情報システム室に依頼する必要がある。ただし、災害発生時

には、情報システム室の特定のパソコン以外の一部管理職のパソコンのセ

キュリティを解除し、円滑に外部との電子メールのやり取りを実施できる

対策を講じている。 

 

表 29 業務継続に必要となる主なシステムと復旧時期 

システム名 想定している復旧時期 

情報ネットワークシステム 可能な限り早期に復旧（１～２日） 

市政情報提供システム用サーバ 

クラウドシステムであるため、システムは

ダウンしない見込み（庁内使用は情報ネッ

トワークシステムの復旧に依存） 

住
民
情
報
系
シ
ス
テ
ム 

住民記録システム、税務システム、

障害福祉システム 

クラウドシステムであるため、システムは

ダウンしない見込み（使用には情報ネット

ワークシステムの復旧に依存） 

介護保険システム 可能な限り早期に復旧（２週間以内） 

国民健康保険システム 可能な限り早期に復旧（１か月以内） 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （52 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（50頁） 変更案 

２) 対策 

情報システムの対策は表 30 のとおりである。 

表30 情報システムの対策 

対策 担当 目標値 

a）未対応システムにおけるシス

テム復旧対策の推進 

情報システム室 対策の確立 

b）各端末の耐震化等の推進 情報システム室 主要パソコンでの対策実施 

c）電子メールの添付ファイル対

策の円滑化 

情報システム室 対策の検討、実施 

 

a）未対応システムにおけるシステム復旧対策の推進 

システム復旧に向けた対応が不十分なシステムについて、無停電電源装

置等によるサーバへの電源確保、重要データのバックアップや分散化を行

うほか、システムが長期間使用できなくなった場合の事務事業の執行方法

の確立等の対策を実施する。 

また、システムの保守管理等を外部事業者に委託している場合には、災

害発生時における外部事業者との連携体制を構築する。 

 

 

b）各端末の耐震化等の推進 

パソコン等各端末の落下・移動防止対策の実施や電源確保等、業務継続

が可能となるようにする。 

２) 対策 

情報システムの対策は表 30 のとおりである。 

表30 情報システムの対策 

対策 担当 目標値 

a）サーバ障害発生回避等未対応

システムにおける事前対策の

推進 

各担当課 対策の確立 

b）各端末の耐震化等の推進 各担当課 主要パソコンでの対策実施 

 

 

a）サーバ障害発生回避等未対応システムにおける事前対策の

推進 

各システムについて、無停電電源装置の設置により電源喪失時における

サーバの障害発生の回避、重要データのバックアップを揃えること及びシ

ステムが長期間使用できなくなった場合の事務事業の執行方法の確立等の

対策を実施する。 

また、システムの保守管理等を外部事業者に委託している場合には、災

害発生時における外部事業者との連携体制を構築する。 

 

b）各端末の耐震化等の推進 

パソコン等各端末の落下・移動防止対策の実施等を行い、業務継続が可

能となるようにする。 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （52 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（50頁） 変更案 

c）電子メールの添付ファイル対策の円滑化 

本市では、電子メールのセキュリティ対策として、平常時は添付ファイ

ルの管理を強化し、ファイルに直接パスワードがかかっている場合等一部

のファイルを取得するには、情報システム室の特定のパソコンを使用する

か、情報システム室に依頼する必要がある。 

災害発生時には外部とのメールのやり取りが増加し、送り手側のセキュ

リティによっては添付ファイルに必ずパスワードを付けなければならない

行政組織も多く、これらを全て特定のパソコンで取得することは、非常時

優先業務を実施する上では大きな障害になると考えられる。 

災害発生時におけるセキュリティ解除方法を検討し、円滑に外部との電

子メールのやり取りを実施できる対策を講じる。 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （53 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（51頁） 変更案 

(９) パソコン 

１) 現状 

表 31 非常用パソコンの整備状況 

施設名 整備状況 

市庁舎本館 ノートパソコンを３０台、大会議室（倉庫）に保管 

 

２) 対策 

災害発生時用のパソコンの対策は表 32 のとおりである。 

表32 災害発生時用のパソコンの対策 

対策 担当 目標値 

a)災害発生時用のパソコン

の確保 

情報システム室 （班＋課数）×２台 

非常時配置計画の検討及び保守業

者との連携確保 

a）災害発生時用のパソコンの確保 

市庁舎本館については、保管を進めているところであるが、各班、各課

で２台のパソコンを確保できるよう引き続き保管を充実していく。 

その他の施設においては、保管ができていないため、市庁舎本館の代替

施設から優先して必要なパソコンを保管していく。 

災害発生時により多くのパソコンで業務を遂行できるよう、必要な場所

に優先的にパソコンを配置できるよう配置計画等を検討するとともに、速

やかな修繕対応のための体制を確保する。 

(９) パソコン 

１) 現状 

表 31 非常用パソコンの整備状況 

施設名 整備状況 

市庁舎本館 ノートパソコンを 70 台、大会議室（倉庫）に保管 

 

２) 対策 

災害発生時用のパソコンの対策は表 32 のとおりである。 

表32 災害発生時用のパソコンの対策 

対策 担当 目標値 

a)災害発生時用のパソコン

の確保 

情報システム室 （班＋課数）×２台 

非常時配置計画の検討 

 

a）災害発生時用のパソコンの確保 

市庁舎本館については、災害対策本部用としては保管しているところで

あるが、災害発生時は各班、各課のパソコンは事務用ノートパソコンを活

用する等して対応を図る。 

災害発生時により多くのパソコンで業務を遂行できるよう、必要な場所

に優先的にパソコンを配置できるよう配置計画等を検討するとともに、速

やかな修繕対応のための体制を確保する。 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （54 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（52頁） 変更案 

(10) 資金及び支払システム 

２) 対策 

a）災害対策用予算作成の対応 

災害対策用予算確保のため、財政課と会計課にて協議を行う体制を確認

する。 

(10) 資金及び支払システム 

２) 対策 

a）災害対策用予算作成の対応 

災害時対応として、財政調整基金等の活用も含め災害対策用予算を作成

し、執行していく。両課の協議については毎年度行うものとし、支払シス

テムの対策についても今後協議していく。 
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Ⅳ ２．業務執行環境 （56 頁）                                        ＿は変更箇所 

現行（53頁） 変更案 

(11) 消耗品の備蓄 

２) 対策 

c）他に災害時に必要な消耗品類の確保 

文具類（ボールペン、ノート、メモ用紙等）等の用紙以外の消耗品も用

紙類と同様、災害時にも必要不可欠のものである。大規模災害が発生した

場合、通常の確保ルート、事業者からの継続的な補充は困難と想定される。

これらの消耗品も前述の用紙類同様にローリングストックが原則であり、

一定の在庫量を定めて計画的に使用している。災害発生時に外部からの調

達ができない状況下においても、３日から１週間程度の利用ができるよう

に在庫量を確保する。また、各課において、災害発生時に必要な消耗品類

を検討し、必要量を確保する。 

(11) 消耗品の備蓄 

２) 対策 

c）他に災害時に必要な消耗品類の確保 

文具類（ボールペン、ノート、メモ用紙等）等の用紙以外の消耗品も用

紙類と同様、災害時にも必要不可欠のものである。大規模災害が発生した

場合、通常の確保ルート、事業者からの継続的な補充は困難と想定される。

これらの消耗品も前述の用紙類同様にローリングストックが原則であり、

一定の在庫量を定めて計画的に使用していく。災害発生時に外部からの調

達ができない状況下においても、３日から１週間程度の利用ができるよう

に在庫量を確保する。また、各課において、災害発生時に必要な消耗品類

を検討し、必要量を確保する。 

 

 


